
◎電波法及び放送法の一部を改正する法律 
（令和四年六月一〇日法律第六三号）   

一、 提案理由（令和四年四月一二日・衆議院総務委員会） 

○金子（恭）国務大臣 電波法及び放送法の一部を改正する法律案につきまして、その

提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、携帯電話

などの特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の見直しなど

を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化などを踏まえ、基幹放送の業務に係る認

定申請書などの記載事項に外国人などが占める議決権の割合などを追加し、その変更を

届出義務の対象に追加するなど情報通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、日本

放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための還元目的積立金の制度を整備する

などの措置を講ずる必要があります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、電波監理審議会の機能強化として、電波の有効利用の評価は、これまで総務

大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、技術の進展などに対応し

たより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審

議会が行うこととしております。 

 第二に、携帯電話などの特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備として、既

に開設されている電気通信業務用基地局が現に使用している周波数について、その周波

数を使用する特定基地局の開設指針の制定をすべきことを希望する者は、その旨を総務

大臣に申し出ることができる制度を創設するとともに、その開設指針は、総務大臣が、

申出に係る開設指針の制定が必要である旨を決定したとき、電波の有効利用の評価の結

果が一定の基準を満たしていないと認めるときなどに制定することとしております。ま

た、携帯電話などの特定基地局の開設指針の記載事項として、電波の公平な利用の確保

に関する事項を追加するとともに、当該特定基地局に係る認定開設者は、認定計画に記

載した特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所においても、当該特定基地局の開設

に努めなければならないこととしております。 

 第三に、令和四年度から令和六年度までの電波利用共益費用などの見込みを勘案した

電波利用料の料額の改定を行うとともに、電波利用料の使途として、研究開発のための

補助金の交付を追加することとしております。 

 第四に、情報通信分野の外資規制を見直すこととし、基幹放送の業務に係る認定申請

書、基幹放送局の免許申請書の添付書類などの記載事項として、外国人などが占める議

決権の割合などを追加するとともに、当該事項の変更を届出義務の対象に追加するほか、

外資規制に違反した場合にその事情を考慮して認定基幹放送事業者の認定などの取消し

を一定期間猶予できる措置について、所要の制度の見直しを行うこととしております。 

 第五に、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備として、



日本放送協会は、毎事業年度の損益計算において生じた収支差額が零を上回るときは、

当該上回る額の一定額を還元目的積立金として積み立てるとともに、積み立てた額は、

受信料の額の引下げの原資に充てなければならないこととするほか、専ら日本放送協会

の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者を子会社として保有することを目的

とする関連事業持ち株会社への日本放送協会の出資に関する制度及び受信契約の締結義

務の履行を遅滞した者から日本放送協会が徴収することができる割増金の額に関する制

度を整備することとしております。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしておりますが、一部の規定を除き、情報通信分野の外資規制

の見直しに関する規定、還元目的積立金に関する規定などは、公布の日から起算して一

年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和四年四月二一日） 

○赤羽一嘉君 ただいま議題となりました両案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、内閣提出の電波法及び放送法の一部を改正する法律案は、電波の公平かつ能率

的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、携帯電話等の特定基地局の開設

指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を

取り巻く環境の変化等を踏まえ、基幹放送の業務に係る認定申請書等の記載事項に外国

人等が占める議決権の割合等を追加し、その変更を届出義務の対象に追加するなど情報

通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、日本放送協会の受信料の適正かつ公平な

負担を図るための還元目的積立金の制度を整備する等の措置を講じようとするものであ

ります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る四月七日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託

されました。 

 委員会におきましては、十二日両案それぞれ提出者より趣旨の説明を聴取した後、十

四日及び十九日に両案について質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を

行い、順次採決いたしましたところ、中司宏君外二名提出の情報通信行政の改革の推進

に関する法律案は賛成少数をもって否決すべきものと決し、内閣提出の電波法及び放送

法の一部を改正する法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、内閣提出の電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付する

ことに決しました。 



 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年四月一九日） 

 政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 

一 政府は、総務大臣に代わり新たに電波の有効利用評価を行うこととなる電波監理審

議会については、同審議会委員に技術的知見を有する委員を多く任命するなど、実効

性ある機能強化を図ること。 

二 政府は、携帯電話等の周波数の再割当てに際しては、電波の公平かつ能率的な利用

を確保するとともに、現在周波数の割当てを受けている事業者の移動通信システムの

利用者に係る不利益も十分に考慮すること。 

三 政府は、今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に

応じ、負担の公平等に留意して、予算規模及び料額を決定すること。なお、当該決定

に当たっては、議論の透明性を確保すること。また、電波利用料の使途については、

制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、更なる適正化を図

ること。 

四 政府は、電波利用料の料額について、免許人が負担の増額について予見できるよう、

見直しに関しては、料額が急激に増加することのないように留意しつつ、原則として

三年ごとに検討し、必要があると認めるときは、その検討結果に基づいて所要の措置

を講ずること。なお、事情の変更により三年の期間内に電波共益費用の財源が不足し

た場合は、電波法第百三条の三第二項の規定に基づき、過去の電波利用料の余剰金を

優先的に活用することとし、安易な料額の引上げは慎むこと。 

五 政府は、情報通信分野の外資規制については、経済安全保障の観点からも重要であ

ることに鑑み、外資規制の実効性が担保されるよう、審査手続及び審査体制を整備す

ること。 

六 政府は、無線局の免許、放送事業者の認定等の業務の遂行に際しては、いやしくも

行政がゆがめられたとの疑いをもたれないよう、公平・公正を旨とすること。 

七 政府は、協会の事業収支差金のうち財政安定のために留保する金額の上限設定に際

して、協会の財政安定と視聴者への還元を慎重に考慮し、明確かつ適正な水準を設定

すること。また、協会は、割増金制度について、まず受信契約についての理解を得る

ため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと。 

八 協会は、中間持株会社の設置と並行して子会社の再編を進める際には、関係する職

員の雇用等に留意すること。 

三、参議院総務委員長報告（令和四年六月三日） 

○平木大作君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強

化、携帯電話等の特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、電波利用料制度の



見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、基幹放送の業務に

係る認定申請書等の記載事項に外国人等が占める議決権の割合等を追加し、その変更を

届出義務の対象に追加する等、情報通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、日本

放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための還元目的積立金の制度を整備する

等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、電波監理審議会の機能強化、周波数の割当て制度の在り方、

実効性のある外資規制の制度整備、ＮＨＫの還元目的積立金制度の適切な運用、放送の

自律性の確保等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して柳ヶ瀬裕文理事、

日本共産党を代表して伊藤岳委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年六月二日） 

 政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の事項についてその実現に努める

べきである。 

一、政府は、総務大臣に代わり新たに電波の有効利用評価を行うこととなる電波監理審

議会については、同審議会委員に技術的知見を有する委員を多く任命するなど、実効

性ある機能強化を図ること。 

二、政府は、携帯電話等の周波数の再割当てに際しては、電波の公平かつ能率的な利用

を確保するとともに、現在周波数の割当てを受けている事業者の移動通信システムの

利用者に係る不利益も十分に考慮すること。 

三、政府は、今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に

応じ、負担の公平等に留意して、予算規模及び料額を決定すること。なお、当該決定

に当たっては、議論の透明性を確保すること。また、電波利用料の使途については、

制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、更なる適正化を図

ること。 

四、政府は、電波利用料の料額の改定については、免許人等が負担の水準を予見できる

よう、三年ごとに検討することを原則とし、安易な電波利用料額の引上げは慎むこと。

検討結果に基づいて所要の措置を講ずる場合においても、料額が急激に増加すること

のないよう留意すること。 

五、政府は、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用と

しての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用料

共益事務への積極的な活用を図ること。 

六、政府は、情報通信分野の外資規制については、経済安全保障の観点からも重要であ



ることに鑑み、外資規制の実効性が担保されるよう、審査手続及び審査体制を整備す

ること。 

七、政府は、無線局の免許、放送事業者の認定等の業務の遂行に際しては、いやしくも

行政がゆがめられたとの疑いを持たれないよう、公平・公正を旨とすること。 

八、政府は、協会の事業収支差金のうち財政安定のために留保する金額の上限設定に際

して、協会の財政安定と視聴者への還元を慎重に考慮し、明確かつ適正な水準を設定

すること。 

  また、協会は、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について、ま

ず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割

増金の徴収を行うこと。 

九、協会は、中間持株会社の設置と並行して子会社の再編を進める際には、関係する職

員の雇用等に留意すること。 

十、政府は、電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、電波・放送行政の運

営について不断の見直しを行うこと。 

十一、政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性を尊

重し、放送事業者の番組編集における自主・自律性が保障されるように放送法を運用

すること。 

  右決議する。 


